
�６年生の保護者のみなさまへ                   令和５年度

入学準備費（就学援助）のお知らせ
 教育委員会では、お子さまの就学費負担に困窮されている方に対して費用の一部を援助する、「就

学援助制度」を行っています。

入学準備費は３月３０日以降の申請では支給することができませんのでご注意ください。なお、入

学または進級後の学用品費等その他の支給費目については、４月に学校より申請書をお配りしますの

で、令和６年４月中に提出してください。（入学準備費の認定状況は引き継がれません）

１．援助を受けられる方                                 

（１）令和６年４月に東大阪市立中学校１年へ就学・義務教育学校７年へ進級予定のお子さまがいる

世帯（ただし、申請時点においてお子さまが東大阪市にお住まいであること）

（２）裏面の認定基準を満たす世帯

☆令和５年度就学援助 認定世帯  → 申請の必要はありません。

                       ※就学援助申請書記載の口座へ振込みます。 

☆令和５年度就学援助 未申請世帯

→ 令和５年度就学援助申請書(ピンク色)を提出してください。 

就学援助申請書は東大阪市立小・中・義務教育学校や学事課にございます。 

 ☆東大阪市立小・中・義務教育学校に就学しているお子さまがいない世帯 

→ 申請書(水色)を郵送します。お手数ですが下記までご連絡ください。 

☆生活保護受給中の方は、生活扶助費から支給されますので、申請の必要はありません。

２．支給金額及び支給時期等

（１）申請期間   令和６年３月２９日（金）まで

※ただし、書類不備等が令和６年３月２９日までに解消されなかった場合、支給されません。

（２）支 給 額   入学準備費  ６３,０００円 

（３）支給時期   ・３月上旬頃  令和６年１月末までに申請し、不備がない場合 

・３月下旬以降 上記以外の方

          ※振込日については別途通知書でお知らせします

３．その他                                         

東大阪市立小・中・義務教育学校に在学しているお子さまの就学援助費(学校給食費や学用品費等)
の申請は卒業式までにしてください。認定された場合、申請した月からの支給となります。

なお、書類不備等が令和６年３月２９日までに解消されなかった場合、支給されません。

東大阪市立中学校・義務教育学校へ就学・進級されない場合は、支給対象外となります。

また、支給後に支給対象外の学校へ入学したことが判明した場合は、支給した入学準備費を返還

していただくことがあります。

●問い合わせ先●    東大阪市教育委員会 学事課（本庁１７階）
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両方添付してください。

入学準備費を受けられる方

  令和４年中の世帯全員の所得合計額が認定基準額未満の保護者

令和５年度認定基準額（世帯全員の所得合計）

世帯人員 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人

所得合計額 224万円 257万円 290万円 323万円 356万円 389万円
備 考 ※８人以上の場合は１人増えるごとに３３万円を所得合計額に加えた額

（1）世帯員全員の所得合計額で審査します。
世帯とは、居住・生計をともにしている人です。児童生徒がいる住民票上の世帯員全員の所得が審査対象

になります。ただし、世帯員以外の方に扶養されている方がいる場合は、扶養している方を同一生計とし

て審査します。また、別居の税法上の扶養親族があるときは、その方も同一生計とみなして審査できます

ので記入してください。

（2）所得額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄、確定申告書Ａの「所得金額等合計⑧」欄、確定申告
書Ｂの「所得金額等合計⑫」欄を参考にしてください。

（3）上記の認定基準額以上の所得があるときでも下記の事項にあたる世帯は認定され
る場合があります。（公的な証明書を添付してください）

①障害児（者）のいる世帯

   特別障害者の方は一人につき５３万円、障害者の方は一人につき２６万円を上記認定基準額に加算した額で

審査します。

     ≪添付書類≫身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等

       【特別障害者・障害者とは】

地方税法に定める範囲のものであり、たとえば特別障害者は、身体障害者手帳 1級・2級または療育手帳
Ａ判定または精神障害者保健福祉手帳 1級の者等。
障害者は身体障害者手帳３級以下または療育手帳Ｂ判定または精神障害者保健福祉手帳 2・3 級の者等。

  ②令和５年度(４月以降)において火災等により居住する住居が被害を受けた世帯
     ≪添付書類≫り災証明書（居住する住居が火災の被害を受けた場合）

           罹災証明書（居住する住居が自然災害の被害を受けた場合）

③令和５年中の世帯の所得合計額が認定基準額未満となる世帯

     ≪添付書類≫雇用保険受給資格者証の写し(両面)、廃業届の写し

（4）令和５年１月以降に下記の世帯異動があった場合、異動後の世帯で審査します。書類をそれぞれ添付して
ください。

①令和５年１月以降に主たる生計維持者が死亡の場合

   ≪添付書類≫

死亡された方が東大阪市にお住まいのとき・・・健康保険証の写し（世帯全員分）

上記以外のとき・・・死亡の事実がわかる書類（住民票等）及び健康保険証の写し（世帯全員分）

②令和５年１月以降に離婚した場合

   ≪添付書類≫

i ) 戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）または離婚届受理証明書
ii) 健康保険証の写し（世帯全員分）            

★所得とは 総所得金額、山林所得金額、退職所得金額、その他分離課税に係る所得金額の合計額のことを
指します。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他分離課税に係る損失の繰越控除の適用を受けている場

合は、その適用前の金額となります。


